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2024 年 4月 11 日 

株式交換に係る事前開示事項 

 

岩手県花巻市椚ノ目第２地割 32 番地１ 

株式会社ネクスグループ 

代表取締役社長 石原 直樹 

 

 株式会社ネクスグループ（以下、「当社」といいます。）及び株式会社スケブ（以下、

「スケブ」といいます。）は、2024 年 3月 15 日開催の両社取締役会において、当社を株式

交換完全親会社、スケブを株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」と

いいます。）を実施することを決議し、同日、株式交換契約（以下、「本株式交換契約」と

いいます。）を締結いたしました。 

 本株式交換に関する会社法第 794 条第 1項及び会社法施行規則第 193 条に定める当社の

事前開示事項は下記のとおりです。 

 

１．株式交換契約の内容（会社法第 794 条第 1項） 

 

 別紙１をご参照ください。 

 

２．会社法第 768 条第 1項第 2号及び第 3号に掲げる事項についての定めの相当性に関す

る事項（会社法施行規則第 193 条第 1号） 

 

 別紙２をご参照ください。 

 

３．会社法第 768 条第 1項第 4号及び第 5号に掲げる事項についての定めの相当性に関す

る事項（会社法施行規則第 193 条第 2号） 

 

 スケブは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していないため、該当事項はありま

せん。 

 

４．株式交換完全子会社についての次に掲げる事項（会社法施行規則第 193 条第 3号） 

 

（１）最終事業年度に係る計算書類等の内容 

 別紙３をご参照ください。 

 

（２）最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類の内容 



 該当事項はありません。 

 

（３）最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社

財産の状況に重要な影響を与える事象 

 該当事項はありません。 

 

５．株式交換完全親会社についての次に掲げる事項（会社法施行規則第 193 条第 4号） 

 

（１）最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社

財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 該当事項はありません。 

 

６．本株式交換が効力を生ずる日以後における当社の債務の履行の見込みに関する事項

（会社法施行規則第 193 条第 5号） 

 

 当社の資産状態に照らし支払能力に問題はなく、当社の債務の履行に影響を及ぼすよう

な事態は現在のところ予測されておりませんので、本株式交換が効力を生ずる日以後にお

ける当社の債務の履行の見込みに問題はないと判断しております。 

 

以上 

  



別紙１ 本株式交換契約の内容 

 

次ページ以降をご参照ください。 

  











別紙２ 会社法第 768 条第 1項第 2号及び第 3号に掲げる事項についての定めの相当性に

関する事項 

 

１ 対価の相当性 

（１）本株式交換に係る対価及びその割当ての内容 

 当社 

（株式交換完全親会社） 

スケブ 

（株式交換完全子会社） 

本株式交換に係る割当比率 １ 714.28 

本株式交換により割当交付

する株式数 
当社の普通株式：9,285,640 株（予定） 

（注１）株式の割当比率 

 スケブの普通株式１株に対して、当社の普通株式 714.28 株及び金 15,384.62 円の割合

にて、当社の普通株式及び金銭を割当て交付する予定です。結果、当社は、本株式交換に

際して、当社の普通株式 9,285,640 株と 200,000,060 円の金銭を割当て交付する予定で

す。割当て交付に関する普通株式及び金銭の割合については、当社とスケブ及び株式会社

スケブベンチャーズ（以下「スケブベンチャーズ」）との取得対価交渉の結果でありま

す。なお、上記の本株式交換に係る割当比率（以下「本株式交換比率」）は、算定の根拠

となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、両社協議の上、変更することがあります。 

（注２）本株式交換により割当交付する当社の株式数 

 当社は、本株式交換に際して、本株式交換により当社がスケブの発行済株式の全部を取

得する時点の直前時（以下「基準時」）におけるスケブの株主に対して、その保有するス

ケブの普通株式に代えて、本株式交換比率に基づいて算出した数の当社の普通株式及び金

銭を割当交付する予定であり、割当交付するに際し、新たに普通株式を発行する予定で

す。 

（注３）単元未満株式の取扱い 

 本株式交換に伴い、当社の単元未満株式（100 株未満の株式）を保有することとなるス

ケブの株主においては、かかる単元未満株式を金融商品取引所市場において売却すること

はできませんが、本株式交換の効力発生日以降、当社の単元未満株式に関する以下の制度

を利用することができます。 

 ・単元未満株式の買取制度 

 会社法第 192 条第１項の規定に基づき、単元未満株主が当社に対し、自己の保有する

単元未満株式を買い取ることを請求することができる制度です。 

（注４）１株に満たない端数の処理 

本株式交換に伴い、スケブの株主に割当交付される当社の普通株式の数に１株に満たな

い端数が生じるときは、会社法第 234 条その他の関係法令の定めに従い、処理いたしま

す。 

 

（２）本株式交換に係る割当ての内容の算定根拠等 

ア 割当ての内容の根拠及び理由 

 当社は、下記「エ 公正性を担保するための措置」に記載のとおり、本株式交換の対価

の公正性その他の本株式交換の公正性を担保するため、当社の第三者算定機関として

Cenxus Asset Management 株式会社(以下「Cenxus」)を選定のうえ、本株式交換に関する

検討を開始しました。第三者算定機関である Cenxus から受領した株式交換比率算定書を



参考に、両社それぞれが相手方に対して実施したデューデリジェンスの結果等を踏まえ

て、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、両社間で

株式交換比率について慎重に交渉・協議を重ねた結果、両社は、最終的に上記「 （１）本

株式交換に係る対価及びその割当ての内容」記載の株式交換比率により本株式交換を行う

ことが妥当であると判断し、本日開催された両社の取締役会において本株式交換における

株式交換比率を決定し、両社間で本株式交換契約を締結しました。 

 

イ 算定に関する事項 

（ア）算定機関の名称及び両社との関係 

 Cenxus は、当社及びスケブから独立した第三者算定機関であり、両社の関連当事者には

該当せず、本株式交換に関して記載すべき重要な利害関係を有しておりません。 

（イ）算定の概要 

 Cenxus は、当社については、当社が東京証券取引所スタンダード市場に上場しており、

市場株価が存在することから市場株価分析（2024 年１月 31日を算定基準日として、算定

基準日の終値、並びに算定基準日までの直近１ヶ月間、３ヶ月間及び６ヶ月間の各取引日

における終値平均値を算定の基礎としております。）による算定を行いました。スケブに

ついては、非上場会社であり、市場株価が存在せず、将来清算する予定はない継続企業で

あることから、将来の事業活動の状況を評価に反映するため、ディスカウンテッド・キャ

ッシュ・フロー分析（以下「DCF 分析」）を採用して算定を行いました。 

 なお、Cenxus が各評価手法に基づき算出した株式交換比率（スケブの普通株式１株に対

して割り当てる当社の普通株式の算定レンジ）は以下のとおりです。 

 

当社 スケブ 
当社 スケブ 

市場株価分析 DCF 分析 

133.00 円～143.32 円 
142,220.01 円～157,190.54

円 

１株 992～1,182

株 

 

 また、スケブの 2025 年１月期～2029 年１月期の財務予測は以下のとおりです。 

事業計画とフリー・キャッシュ・フロー                  （単位：

百万円） 

 2025 年 1月期 2026 年 1月期 2027 年 1月期 2028 年 1月期 2029 年 1月期 

売上高 326 365 409 458 513 

営業利益 117 145 180 223 277 

当期純利益 82 101 126 156 193 

EBITDA 119 145 180 223 277 

FCF 76 95 117 146 181 

（注１）算定の前提とした財務予測は、スケブ提出の 2025 年１月期から将来５年分の計

画を使用している。 

（注２）EBITDA＝営業利益＋減価償却費 

（注３）FCF＝営業利益－法人税等＋減価償却費－設備投資－正味運転資本増加額 

（注４）法人税等：現時点の東京都における外形標準課税非適用法人の法定実効税率

34.59%を乗じた数字 

（注５）減価償却費：2025 年 1月はスケブ提出の事業計画に記載の数字とした。また、

2026 年１月期以降の数字は、設備投資と減価償却費が同額発生するものとしていずれも算



定に加味していない。 

（注６）正味運転資本増加額について、スケブのビジネスモデルでは売掛金や在庫、仕入

債務が生じないことから加味していない。 

 

割引率の算定 

株主資本コスト＝リスクフリーレート＋市場感応度×株式リスクプレミアム 

 

7.11％  ＝   0.721％   ＋ 1.11  ×   5.76％ 

（注１）リスクフリーレート：日本証券業協会発表 公社債売買統計値 10 年複利中央値 

（注２）市場感応度：比較会社β平均値 

（注３）株式リスクプレミアム：株式リスクプレミアム（1962 年-2022 年の 60年） 

 

事業価値の算定                              （単

位：百万円） 

項目 
2025 年 1

月期 

2026 年 1

月期 

2027 年 1

月期 

2028 年 1

月期 

2029 年 1

月期 

ターミナル

バリュー 

現在価値 73 83 94 107 121 1,317 

合計 

1,797 

 

 Cenxus は、株式交換比率の算定に際して、両社から提供を受けた情報及び一般に公開さ

れた情報等を原則としてそのまま採用し、それらの資料及び情報等が、全て正確かつ完全

なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行ってお

りません。また、株式交換比率の算定につき重大な影響を与えることが有り得る情報で

Cenxus に対して未開示である情報が存在しないことを前提としております。さらに、両社

及びそれらの関係会社の資産又は負債（簿外資産及び負債、その他偶発債務を含みま

す。）について、個別の各資産及び各負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定、査

定、調査（不動産に係る環境調査等を含みます。）を行っておらず、第三者機関への鑑

定、査定、調査又はその実在性の検証の依頼も行っておりません。Cenxus の算定は、2023

年 12 月 31 日までの情報及び経済条件を反映したものであり、スケブの財務予測その他将

来に関する情報については、スケブの経営陣により、現時点で得られる最善の予測及び判

断に基づき合理的に作成されていることや一定の前提・仮定を前提としております。ま

た、Cenxus による株式交換比率の算定結果は、本株式交換における株式交換比率の公正性

及び妥当性について意見を表明するものではありません。なお、Cenxus が DCF 分析による

算定の前提としたスケブの事業計画において、大幅な増減益が見込まれている事業年度は

ありません。 

 

ウ 上場廃止となる見込み及びその理由 

 当社は本株式交換において株式交換完全親会社であり、また株式交換完全子会社である

スケブは非上場会社のため、該当事項はありません。 

 

エ 公正性を担保するための措置 

 当社は、本株式交換の検討に際して、公正性を担保することを目的として、以下の措置

を講じております。当社は、当社、株式会社シークエッジ・ジャパン・ホールディングス



（以下「シークエッジ・ジャパン・ホールディングス」）、スケブベンチャーズ及びスケブ

から独立した第三者算定機関である Cenxus を選定し、2024 年１月 15日付で、株式交換比

率に関する算定書を取得いたしました。算定書の概要は、上記「イ 算定に関する事項」

をご参照ください。なお、当社は、Cenxus より、株式交換比率の公正性に関する意見書

（フェアネス・オピニオン）を取得しておりません。また、当社は、当社、シークエッ

ジ・ジャパン・ホールディングス、スケブベンチャーズ及びスケブから独立した法務アド

バイザーとして、出澤総合法律事務所を選任し、本株式交換の諸手続を含む取締役会の意

思決定の方法・過程等について、法的な観点から助言を受けております。 

 

オ 利益相反を回避するための措置 

 本株式交換に関し、当社にとって、シークエッジ・ジャパン・ホールディングスはその

他の関係会社に当たり、スケブベンチャーズは主要株主に当たり、実日デジタルとスケブ

ベンチャーズには役員の兼務があるものの、当社とシークエッジ・ジャパン・ホールディ

ングス及びスケブベンチャーズとの間には役員の兼任もなく、下記カ 記載のとおりの交

渉過程を経ることで、利益相反を回避するための措置を講じております。 

 

カ 支配株主との重要な取引等に関する事項 

本株式交換で当社株式を取得するスケブベンチャーズは、2024 年３月 14日現在、当社

の主要株主であり、またスケブベンチャーズの親会社であるシークエッジ・ジャパン・ホ

ールディングスは当社のその他の関係会社であることから、本株式交換の決定は、「支配

株主との重要な取引等」を行う場合に準じて以下のとおり公正性を担保するための措置を

講じております。 

 

（ア）シークエッジ・ジャパン・ホールディングス 

（1）商号 株式会社シークエッジ・ジャパン・ホールディング

ス 

（2）所在地 大阪府岸和田市荒木町二丁目 18 番 15 号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役 城丸 修一 

（4）事業の内容 投資業 

（5）資本金 12 百万円 

（6）設立年月日 1986 年４月 17日 

（7）大株主及び議決権比率 白井 一成 100％ 

（8）純資産 12,889 百万円（2023 年１月 31日時点） 

（9）総資産 13,771 百万円（2023 年１月 31日時点） 

 

（イ）スケブベンチャーズの概要 

（1）商号 株式会社スケブベンチャーズ 

（2）所在地 東京都港区南青山五丁目 11 番９号 

（3）代表者の役職・氏名 代表取締役 岩野 裕一 

（4）事業の内容 貸金業、投資業 

（5）資本金 74 百万円 



（6）設立年月日 2008 年７月７日 

（注１）当該会社は非公開会社であり、財務情報及び主要株主等の持株比率については非

開示とすることが求められているため、記載をしておりません。 

 

（ウ）支配株主等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 

 当社は支配株主等との取引等を行う際には、必要に応じて弁護士や第三者機関の助言を

取得するなど、その取引内容及び条件の公正性を担保するための措置を講ずるとともに、

取締役会において慎重に審議の上決定することとし、少数株主の利益を害することのない

よう適切に対応することといたしております。本株式交換は、上記の「エ 公正性を担保

するための措置」、「オ 利益相反を回避するための措置」、及び下記「（エ）本株式交換が

少数株主にとって不利益なものでないことに関する、支配株主と利害関係のない者から入

手した意見の概要に記載の措置を講じており、適切なものであって、当該指針と適合して

いるものと考えます。 

 

（エ）本株式交換が少数株主にとって不利益なものでないことに関する、支配株主と利害

関係のない者から入手した意見の概要 

 当社は本株式交換が当社の少数株主にとって不利益なものとはいえない旨の意見書を、

2024 年３月 15日に当社、シークエッジ・ジャパン・ホールディングス、スケブベンチャ

ーズ及びスケブから独立した第三者である弁護士本澤順子氏より頂いております。 

内容としては、下記の通りです。 

（Ⅰ）本株式交換の目的 

 貴社が本株式交換を実施する目的は、（ⅰ）成長分野への大きな転換、すなわち今後の

貴社にとって、将来性が高く見込める事業への新規参入と、（ⅱ）新技術と既存事業との

シナジーの創出という２点の両立を目指す点にあると考えられる。 

 （ⅰ）について、貴社は 2022 年 11 月期に、慢性的な営業赤字から脱却することができ

たが、2023 年 11 月期に、再び営業損失かつ当期純損失となっている。 

 貴社が置かれている現状を打開するに当たって、貴社は不採算事業からの撤退を行い、

成長性・収益性の高い事業モデルへの転換とさらなる事業拡大を図ることで、売上規模の

拡大を図ろうとしていると考えられる。 

 （ⅱ）について、貴社は「デジタルコンテンツ」「メタバース」「ブロックチェーン」分

野を中心に事業展開を考えており、今回、それらの成長を高く見込んでいる事業に加え

て、スケブを貴社グループに取り込むことで、新たな売上の柱を作ろうというのが、営業

黒字を達成するために貴社が打ち出す新たな打開策である。 

 貴社は本株式交換に当たり、スケブの主たる事業コンテンツである Skeb に対して、

Skeb が属するデジタルコンテンツ事業全体及び CtoC ビジネス全体の将来性と既存事業と

のシナジーの両面を鑑みて、検討を行い、スケブを取得することを計画した。 

 新型コロナウイルス感染症が猛威を振るった際、営業赤字を計上した子会社に関して

は、その譲渡を決定し、残った既存事業との親和性が高くかつ成長性が高い分野の法人を

新たに取得することで、新規事業を開始するという貴社の決定は、メリット及びデメリッ

トを比較し決定した結果であり、かつ、当該判断における考慮事項も合理的なものと考え

られるから、相応の合理性が認められる。 

（Ⅱ）交渉過程の合理性等 



（ⅰ）交渉過程の手続きの合理性検討 

貴社は、スケブを取得するまでの交渉過程として、以下の経緯を辿った。 

 昨今のデジタルコンテンツ分野の隆盛を鑑み、実日デジタルに加えて、デジタルコンテ

ンツ分野へのさらなる足掛かりを貴社が検討していたところ、貴社代表取締役石原直樹氏

（以下「石原氏」）と喜田氏は 2022 年より情報交換を行い始めた。 

 そして、石原氏と岩野氏により、2023 年 12 月、スケブの譲渡の本格的な検討が開始さ

れた。 

 そこから、石原氏は、貴社社外取締役及び貴社常勤監査役の意見も踏まえつつ、社内検

討を貴社取締役との間で行った。また、シークエッジ・ジャパン・ホールディングスの代

表取締役である城丸修一氏（以下「城丸氏」）、岩野氏及び喜田氏と交渉・協議を重ね

た。 

上記の本株式交換実施に係る貴社の情報取得方法は、当事者となる各代表取締役から、

貴社役員が直接情報を取得するというものであり、特段不合理な点はなく、その経緯には

相応の合理性が認められる。 

（ⅱ）スケブの事業計画の合理性検討 

 貴社はスケブの事業計画について、特に経営方針の合理性、収益モデル、貴社グループ

全体とのシナジー、今後の市場全体の将来性の観点から検討を行い、貴社社外取締役及び

常勤監査役の意見も踏まえて、社内検討を行った。その結果、スケブの中核事業である

Skeb の市場拡大を図ることによって、中長期的な成長軌道を確立していくとの経営方針に

対して、相当の合理性があると判断した。 

 上記判断の過程について特段不合理な点はなく、貴社の経営判断には相応の合理性があ

るものと認められる。 

（Ⅲ）本株式交換以外の方法をとる場合との比較検討 

貴社は、本株式交換と、本株式交換以外の、他に考えうる手段がもたらす利益を比較検

討した。 

その結果、いずれの手段と比較しても、本株式交換がより貴社にとって有益な手段であ

ると判断した。 

この比較の手法及び内容について特段不合理な点は認められず、本株式交換の実施は貴

社にとって相応の合理性があるものと評価できる。 

（Ⅳ）対価の公正性検討 

今回、貴社の本件基準株価の算定に当たっては、評価対象企業が上場会社である

ため、市場株価法が用いられている。市場株価は、長期的に見れば、企業価値を適

正に反映して形成されると考えられているが、短期的に見た場合、一時的な株価の

高騰や暴落といったマーケットの影響が存在しうる。 

そのため、今回貴社は本件基準株価にこれらの個別事情が入り込んでいないことを確認

するために、直近１ヶ月、３ヶ月、６ヶ月の平均終値も調査のうえ、本件基準株価が平均

株価と大きく相違がないことを社内確認している。 

これらからすると、貴社の本件基準株価は、本株式交換実施時における直近の貴社普通

株式の市場価格であり、本市場価格には、異常な投機等により当該市場価格が貴社株式の

客観的価値を反映していないと解すべき特段の事情は見当たらないため、貴社が 2024 年

２月 28 日に開示した同社の経営状況が適切に反映されているものと考えられる。 

スケブの株価算定に当たっては、非上場会社であるスケブの将来的な事業価値を判断す

るため、DCF 法が用いられている。DCF 法は、貴社が重要視しているスケブの将来の業績

を反映した評価が可能となるが、一方においてその算出基礎となる事業計画の精度及び信

憑性で大きく結果が異なるため、石原氏は Cenxus の株価交換比率算定書とは別個に、独



自にスケブから受領した事業計画を精査し、その実現可能性を判断し、保守的にスケブの

事業計画を見直している。 

石原氏はそれらの下準備を行ったうえで、Cenxus の株価交換比率算定書と自らが保守的

に修正した事業計画の二つの基準をもって、価格交渉に臨んでおり、取得対価の算定過程

には一定の合理性が見られる。 

スケブの取得対価として、貴社は当初、城丸氏及び岩野氏から 20 億円という金額を提

示されたが、Cenxus から、価値算定の連絡を受け取ってから実際の価格決定に至るまで、

社内におけるスケブの価値算定の精査と、城丸氏及び岩野氏との金額交渉を並行して行っ

てきた。 

 この際も貴社は、貴社社外取締役及び貴社常勤監査役の意見を受けて、スケブの事業計

画が、ビジネス上の将来を加味した計画であることを踏まえて、事業計画の精査を慎重に

行った。 

その結果、スケブの事業計画には今後の業界全体の成長率を踏まえると、一定程度の信

憑性が得られることを社内確認した。 

 しかし、貴社社外取締役から、貴社全体の利益を最大限考慮して、時間をかけて、検討

を行うべきであり、貴社株主にとっての利益の観点から、価格交渉は妥協せず粘り強く行

うことで、取得対価による希薄化率は出来る限り低下させることを意識するべきであると

の意見を受けて、城丸氏及び岩野氏との交渉を継続した結果、最終的に 15億円で、合意

を得ることができ、本株式交換契約に至った。 

 本株式契約における背景、自社デューデリジェンスに基づいた価値判断、そこからの取

得価格交渉等を総合考慮すると、本株式契約における対価には一定程度の公正性が認めら

れる。 

（Ⅴ）貴社の企業価値向上への関与 

 貴社は新たな収益源となる新規事業への参入方法を模索しつつも、リスクを最小化した

事業参入であることが肝要であると考えており、検討の結果、スケブの取得はそれを可能

とする案件であると判断した。 

 以上を鑑みるに、本株式交換の目的は貴社にとって相応の合理性が認められるものであ

る。 

（Ⅵ）まとめ 

 以上のとおり、本株式交換は、目的及び貴社の企業価値向上という観点から、いずれも

貴社にとって必要性及び相当性が認められる。 

 また、本株式交換は、貴社の臨時株主総会において特別決議による承認を要するもので

あり、反対株主には株式買取請求権の行使による投下資本回収の機会が付与されることを

併せ考慮すれば、本株式交換が貴社の少数株主に不利益を与えるものとは解されない。 

 

２ 当社の資本金及び準備金の額の相当性に関する事項 

 本株式交換に際して増加する当社の資本金は、0円とし、増加する準備金の額は、会社

計算規則第 39条の規定に従い当社が別途定める金額とします。 

  



別紙３ スケブの最終事業年度にかかる計算書類等の内容 

 

 次ページ以降をご参照ください。 



決　算　報　告　書

第 7 期

自 令和05年02月01日

至 令和06年01月31日

株式会社スケブ



（単位：円）

貸借対照表
令和06年01月31日 現在

株式会社スケブ

資産の部

科目 金額

【流動資産】 916,908,212

現金及び預金 657,453,507

前払費用 631,867

立替金 23,936

仮払金 130,030

預け金 4,334,586

PAY.JP預け金 210,904,729

KOMOJU預け金 41,145,255

未収還付法人税等 2,284,302

【固定資産】 99,106,855

有形固定資産 4,756,855

工具器具備品 3,759,085

一括償却資産 997,770

投資その他の資産 94,350,000

長期貸付金 85,000,000

差入保証金 9,350,000

  

  

  

  

  

  

  

資産の部合計 1,016,015,067

負債の部

科目 金額

【流動負債】 883,692,246

未払金 7,701,876

預り金 455,764

未払消費税等 9,108,000

未払法人税等 12,481,900

従業員立替金 49,087

クリエイター預り金 134,655,634

クライアント預り金 646,176,768

Skeb前受金 16,293,430

契約負債 27,800,374

関係会社未払金 28,969,413

負債の部合計 883,692,246

純資産の部

科目 金額

【株主資本】 132,322,821

資本金 5,500,000

資本剰余金 4,500,000

資本準備金 4,500,000

利益剰余金 122,322,821

その他利益剰余金 122,322,821

繰越利益剰余金 122,322,821

（うち当期純利益） 71,679,180

純資産の部合計 132,322,821

負債・純資産の部合計 1,016,015,067



（単位：円）

損益計算書

自 令和05年02月01日

至 令和06年01月31日

株式会社スケブ

科目 金額

【売上高】

Skeb売上高 295,676,905

Skeb斡旋手数料売上 2,630,302

Skeb解約売上 444,300

アフィリエイト売上高 446,425

広告売上 24,834 299,222,766

【売上原価】

売上総利益 299,222,766

【販売費及び一般管理費】 203,016,765

営業利益 96,206,001

【営業外収益】

受取利息 1,466,437

雑収入 114,708 1,581,145

【営業外費用】

経常利益 97,787,146

【特別利益】

前期損益修正益 335,046

固定資産売却益 146,335

投資有価証券売却益 16,502,400 16,983,781

【特別損失】

固定資産除却損 220,536 220,536

税引前当期純利益 114,550,391

法人税等 42,871,211

当期純利益 71,679,180



（単位：円）

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和05年02月01日

至 令和06年01月31日

株式会社スケブ

科目 金額

【販売費及び一般管理費】

役員報酬 1,200,000

給料賃金 52,772,895

法定福利費 8,917,595

福利厚生費 15,543

業務委託料 58,729,612

荷造運賃 15,572

広告宣伝費 265,271

接待交際費 3,002,251

旅費交通費 1,114,275

通信費 34,351,477

水道光熱費 512,419

備品・消耗品費 1,823,959

地代家賃 650,000

保険料 2,460

租税公課 993,765

支払手数料 8,514,312

支払報酬 17,130,510

会議費 1,224,014

寄付金 800,000

新聞図書費 363,084

減価償却費 2,564,795

雑費 15,000

諸会費 1,307,010

出向負担金 6,722,676

販売促進費 8,270

販売費及び一般管理費合計 203,016,765



（単位：円）

株主資本等変動計算書
自 令和05年02月01日

至 令和06年01月31日

株式会社スケブ

株主資本

評価・換算差額

等
新株予約権 純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他の資本剰

余金
資本剰余金合計 利益準備金

その他利益剰余

金 利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 5,500,000 4,500,000 0 4,500,000 0 50,643,641 50,643,641 0 60,643,641 -20,429,729 0 40,213,912

当期変動額

当期純利益 0 71,679,180 71,679,180 71,679,180 0 71,679,180

新株の発行 0 0 0 0 0

剰余金の配当 0 0 0 0 0

利益準備金の積

立て
0 0 0 0 0

その他有価証券

評価差額金
0 0 0 20,429,729 0 20,429,729

当期変動額合計 0 0 0 0 0 71,679,180 71,679,180 0 71,679,180 20,429,729 0 92,108,909

当期末残高 5,500,000 4,500,000 0 4,500,000 0 122,322,821 122,322,821 0 132,322,821 0 0 132,322,821



個別注記表

自 令和05年02月01日

至 令和06年01月31日

株式会社スケブ

  １．この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しています。

  ２．重要な会計方針に係る事項に関する注記

      （１）固定資産の減価償却の方法

          ①有形固定資産

              定率法（ただし、平成１０年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く。）及び平成２８年

              ４月１日以降取得した建物附属設備並びに構築物については定額法）を採用しています。

          ②無形固定資産

              定額法を採用しています。

      （２）その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

          ①消費税等の会計処理

              消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

  ３．貸借対照表に関する注記

      有形固定資産の減価償却累計額　                        4,604,155千円

  ４．株主資本等変動計算書に関する注記

      （１）当該事業年度の末日における発行済株式の数            13,000株

                                                                                                以上


